
８.校区と行政区の位置関係

行政区と小学校区の境界は完全には一致しておらず、小学校区をまたいでいる行政区があります。
宮平、兼城及び本部が複数の小学校区を含んでいます。

※資料：町立小学校及び中学校の指定通学区域に関する規則

管理 行政区 北丘小 南風原小 津嘉山小 翔南小 備考
1 与那覇 〇
2 宮城 〇
3 大名 〇
4 新川 〇
17 東新川 〇
18 北丘ハイツ 〇

5 宮平
〇

国道 329
号線以北

〇
国道 329
号線以南

7 兼城 〇 〇
19 宮平ハイツ 〇
20 兼平 〇
9 喜屋武 〇
10 照屋 〇
12 山川 〇
13 神里 〇
14 兼本ハイツ 〇
15 第一団地 〇

8 本部
〇

本部区域の
一部

〇

11 津嘉山 〇
16 第二団地 〇

行政区・小学校区対比表


